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県立名護高等学校 

学 寮 規 則 

第１条 目的  

  県立名護高等学校寄宿舎（学寮）は、本校在籍生徒で就学困難な生徒の就学支援を 

 行う施設として、規則正しい学寮生活を通して人格の形成と学力向上に努め、社会に 

 有為な人材を育成することを目的に、学寮規則を定め学寮運営と寮生の指導に当たる。 

  なお、学寮運営及び寮生の管理指導において、学校長が最終責任を負うものとする。 

 

第２条 学寮運営委員会   

  学寮の管理運営及び寮生の管理指導のため、学寮運営委員会を設置する。 

  学寮運営委員会は教頭・事務長・生徒指導部代表・舎監で構成し、委員長は委員から 

選出する。 

 

第３条 舎監 

  １．舎監の勤務時間は次の通りとする 

     午前６時～午前８時３０分までと、午後５時３０分～午後１１時まで。 

  ２．舎監の業務は以下の内容とする。 

  （１）保護者の代行者として家庭的雰囲気作りに努め、寮生指導をする。 

  （２）寮生が自己確立できるように努める。 

  （３）寮生の親睦のため、学寮行事を計画する。 

  （４）寮生が自主学習できる雰囲気作りを行う。 

  （５）環境の整備と寮生の健康管理を行う。 

  （６）寮生の保護者との連絡を密に行う。 

  （７）寮生の生活における、必要事項の報告連絡を行う。 

  （８）規則正しい生活のため、生活指導を行う。 

  （９）学寮運営委員会において、施設設備の管理と運営、寮費の収支、寮生の生活指 

    導に関することを協議する。 

    （10）各部屋の定期点検（月２回）を行う。また、緊急の場合等必要に応じて部屋点 

    検を行う。 

    （11）学寮日誌の作成・記入 

（12）代直割当計画表の作成 

（13）その他、学寮運営・管理に関すること。 

 

第４条 代直 

舎監の代直については、金・土曜日、祝祭日前日は「宿直」、土・日、祝祭日は「日 

直」を行う。また、夏季休業中においては「日直」を行う。但し閉寮期間を除く。代

直 は本校の職員を以て、以下の要領で行う。 

  １．土・日、祝祭日の日直（８：３０～１７：３０）女子職員が当たる。半日に割 

    り当てても良い 
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   ２．金・土曜日、祝祭日の前日の宿直（１７：３０～翌８：３０）男子職員が当たる。 

   ３．夏季休業中の日直（８：３０～１７：３０）男女を問わず、通常勤務として、全 

    職員があたる。半日に割り当てても良い 

  ４．業務  代直の勤務時間及び業務内容は舎監業務内容に準ずる。 

 

第５条 寮費・会計報告  

  学寮運営の経費は寮費及び入寮費をもってあてる。金額は以下の通りとする。 

  １．寮費（１ヶ月）      ２７、０００円 

  ２．入寮費（入寮時のみ）        ３，０００円 

  ３．寮費は毎月２７日に収納代行サービスによる銀行引落（口座振替）を原則とする。 

  ４．寮費を３ヶ月滞納する生徒は退寮とする。 

  ５．舎監は毎月毎に寮費会計収支決算報告を寮務運営委員会に行うこと。 

 

第６条 閉寮期間 

  学寮の閉寮期間は次の通りとするが、明確な期間は学校行事を考慮して決定する。 

  １．夏季    ４月下旬～５月初旬（ＧＷ期間）、８月上旬～８月下旬 

  ２．冬季    １２月下旬～翌年１月上旬 

  ３．入試期間  ３月 

  ４．学年末   ３月下旬～４月上旬 

 

第７条 問題行動 

  問題行動については下記の通り（Ａ）（Ｂ）に定め、問題行動が有った生徒につい 

  ては学寮運営委員会に諮り処分を決定する。 

  １．問題行動（Ａ）は以下の内容とする 

   （１）飲酒及び同席 

   （２）喫煙及び同席 

   （３）異性間の部屋の出入り 

   （４）学校の懲戒指導を受けた場合 

   （５）部外者の無断出入り・宿泊をさせた場合 

   （６）無断外出・外泊 

      （７）いじめ・暴力行為等があった場合 

  ２．問題行動（Ｂ）は以下の内容とする 

   （１）学寮の秩序を乱す行為や寮生の本分に反する行為 

   （２）舎監の指導に応じない場合 

   （３）学寮生活心得を遵守しない場合 

      （４）正当な理由がなく点呼に欠席する場合 

   （５）その他指導が必要と思われること 

    

 

  ３．問題行動の処分内容は以下の通りとする 
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   （１）問題行動（Ａ）処分内容 

      ①問題行動１回目は１ヶ月程度の自宅通学一時退寮とする。 

      ②問題行動２回目は退寮とする 

   （２）問題行動（Ｂ）の処分内容 

         ①違反１回目  保護者同伴 校長厳重注意 

      ②違反２回目  １ヶ月程度の自宅通学一時退寮とする 

         ③違反３回目  退寮とする 

       なお、（Ａ）（Ｂ）違反回数は学年進行の累積とする 

 

第８条 入寮更新                            

  １．寮生は学年末に入寮更新手続きを行うこと。手続きを行わない者は退寮とする。 

  ２．学寮運営委員会は、入寮更新の可否に関しては生活態度・学習成績等を基に審議 

    する。更新が認められなかった寮生は退寮とする。 

  ３．更新手続き提出書類は以下の通りとする 

   （１）学年末成績証明書（１・２年生） 

（２）生活環境調査書 

（３）保険証の写し 

（４）保証人（身元引受人）の証明書（変更者のみ） 

（５）その他必要なもの 

 

第９条 学寮自治組織  

   学寮に自治組織を置く。 

  １．寮長     ２名（男女各１名）   

  ２．副寮長        ２名（男女各１名） 

  ３．生活班 美化班 レク班  

４．その他必要に応じて係を設置し活動する。 

 

第１０条 学寮生活心得 

   寮生は学寮規則を遵守し、学寮規則第１条の目的を達成するため、以下のことを学 

  寮生活心得として日課を実践すること。 

  （１）舎監の指導の下、学寮規則並びに学寮生活心得を遵守し、学寮の秩序を守るた 

     め規則正しい生活を営む。 

  （２）自己実現に向かって自主自律の涵養と自主学習に努める。 

  （３）共同生活を通して協働・協和の精神を身につけること。   

  （４）学寮の雰囲気作りと良い伝統確立に努める。 
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  １．学寮日課 

   日課は次の通りとし、寮生は日課を守り生活すること。 

    ７：３０        朝の点呼 

    ６：１５～８：１５   朝食 

    ８：３０        登校 

   １６：３０        下校 

   １８：３０～２０：３０  夕食 

   １８：３０～２３：００  入浴 

   ２１：００        門限 

   ２１：００～２１：３０  夜の点呼・清掃 

     ２２：００          学習時間 

   ２３：００        消灯 

   

  ２．門限 

   門限は午後９時とする。塾や部活動の大会等で門限に間に合わない場合は、事前に

舎監に連絡し許可を受けること。 

  ３．欠席・外出・外泊・帰省届 

  （１）欠席届は本人が記入し、舎監の許可を受けること。舎監と保護者は欠席生の理 

    由を学校（担任）へ連絡すること。 

  （２）寮生は早退する場合は担任へ連絡すること。担任は舎監・教頭へ連絡すること 

  （３）外出の際は舎監に連絡し、許可を得ること。 

  （４）寮生の外泊は認めない。但し、親族の引き受け人がいる場合は保護者の確認の 

    もと、特別に許可する。 

    （５）寮生は帰省する場合、帰省届を提出し、保護者から寮へ連絡を入れる。 

    （６）台風等の自然災害を含めた閉寮の場合、原則として帰宅とする。ただし、離島 

   ・遠隔地の生徒の場合は保証人が引き取る。病気の場合もこれに準ずる。 

   

  ４．部外者   

  （１）部外者の建物への立ち入りや宿泊は認めない。但し、家族はその限りではない。 

    （２）部外者等の面会人は面会記録簿に記入し、舎監の許可を得ること。 

  （３）面会時間は午後８時３０分までとする。 

 

   ５．部屋の使用 

    （１）部屋の使用は同居者と協力し、常に整理整頓・衛生的に使用すること。 

（２）部屋の備品等の使用は大切に取り扱い、壁への釘打ち等は禁止とする。 

    （３）部屋での食事や、食堂の食器を部屋に持ち込むことは禁止とする。 

  （４）外出する場合は戸締まり・施錠を徹底すること。     

    （５）ＴＶ・ＴＶゲーム・ビデオ・電気ストーブ・冷蔵庫等電化製品の部屋への持ち 

     込みは禁止する。 
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  ６．学習時間・学習室利用 

    （１）学習時間は自学習に取組み、学力向上に努めること。 

    （２）学習室は協力して使用し、私物等を置かないこと。 

    （３）学習室使用は午後１１時までとする。 

 

   ７．点呼・清掃 

    （１）午前７時３０分と午後９時に点呼を行う。点呼には全寮生徒は必ず出席するこ 

     と。 

    （２）学寮内の美化・衛生管理のため美化清掃活動を行うこと。 

    （３）ゴミの分別は徹底すること。 

 

   ８．食堂の利用 

    （１）食事は午後８時３０分までとする。食後の食器等の片付けは各自で行うこと。 

  （２）休日の食堂利用は生徒用備え付け調理器具を利用すること。利用後は食器等 

     片づけを行い、衛生面に注意すること。 

    （３）調理室の無断使用は禁止する。 

 

  ９．その他 

   （１）入浴時間は午後１０時３０分までとし節水に努めること。 

  （２）洗面室・洗濯室の衛生保持に努めること。また、私物は置かないこと 

  （３）アルバイトは原則認めない。但し、学校の許可を得ているものは認めるが、午 

     後９時（門限）に間に合わせることとする。 

  （４）土日、祝祭日の食事は各自で用意すること。 

 

 

 

この規則は、昭和５０年３月２４日より施行する。 

  この規則は、平成２３年３月３１日改正し、平成２３年４月１日施行する。 

 この規則は、令和７年３月３１日改正し、令和７年４月１日施行する。 

 この規則は、令和８年３月３１日改正し、令和８年４月１日施行する。 


